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例 総 制 ち
は 則 定 は
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。 こ 頼 一 交十

う が 方 流分
し 損 、 しに
た な 科 、認
事 わ 学 地識
態 れ 技 域し
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め
本 に 食 附 第
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れ た て
、 ち い
多 は く
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販 施 る 、 て
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者 規 と は 特
が 則 を 輸 定
連 業 入 事（
名 昭 と す 業
で 和 す る 者
厚 二 る こ 」
生 十 者 と と
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大 厚 っ と 次

て 第 年 て
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至 頼 、
る 性 記
一 の 号
連 確 そ
の 保 の

臣 生 て す に
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た 十 げ で
製 三 る あ
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の を 四 、
品 い 条 食
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、 生 規 性
保 産 定 に
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念
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本
理
念
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識 い の しの 。 交 、変 換 適化 そ 切に の な的 他 措確 の 置に 交 を対 流 講
応 を ず
し 通 る

食 が 他
品 最 の
供 も も
給 重 の
の 要 を
行 で 食
程 あ 品
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う し

造 十 の
所 一 区
固 条 域
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の 十 に
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載 に は
を よ 事

法 又 加 及
そ は 物 ぼ
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他 売 い お
に そ う そ
関 の 。 れ
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る の 又 あ
表 事 は る
示 業 器 農
を 活 具 林
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う
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）
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の
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り
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便 が 推
の 担 進
増 う さ
進 責 れ
に 務 な

「
食 基 て
品 本 販
供 的 売
給 認 し
行 識 た
程 の 者
」 下
と に
い 推
う 進
。 さ

も り 務
っ 販 所
て 売 を
製 者 有
造 の す
所 住 る
所 所 も
在 、 の
地 氏 を
及 名 い
び 及 う

い 動 漁（
う を 同 業
。 行 条 の

う 第 生
事 四 産
業 項 資
者 に 材
を 規 、
い 定 食
う す 品
。 る 若

の
安
心
・
安
全

三 に
関
す
る

寄 又 け
与 は れ
す 役 ば
る 割 な
こ を ら
と 相 な
を 互 い
旨 に 。
と 理
し 解

） れ
の な
各 け
段 れ
階 ば
に な
お ら
い な
て い
、 。

製 び 。
造 販
者 売
の 者
氏 で
名 あ
の る
表 旨
示 並
に び

器 し
具 く
を は
い 添
う 加
。 物
） （
若 食
し 品
く 衛
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基 計 条 本
食 食 本 画 計
の の 計 」 知 画
安 安 画 と 事 ）
心 心 は い は
・ ・ 、 う 、
安 安 次 。 食

２ 第 （
な 七 県

県 う 条 民
第 民 こ の
二 は と 県 役
章 、 が 民 割

県 な は ）
食 が い 、
の 実 よ 自

３ ２
及 正 務 い
び 食 確 前 を る
理 品 か 項 有 こ
解 関 つ に す と
を 連 適 定 る を
深 事 切 め 。 認
め 業 な る 識
る 者 情 も し

第 第（ （
六 食 五 市 施
条 品 条 町 策

関 と を
食 連 県 の 総
品 事 は 連 合
関 業 、 携 的
連 者 食 ） に
事 の の 策

全
に
関
し
、
県
が
総
合
的
か
つ

全 全 に ） の
に に 掲 を 安
関 関 げ 策 心
す す る 定 ・
る る 事 し 安
施 施 項 な 全
策 策 を け に
の に 定 れ 関
推 つ め ば す
進 い る な る
に て も ら 施
関 の の な 策

安 施 う ら
心 す 適 進
・ る 切 ん
安 食 に で
全 の 行 食
に 安 動 品
関 心 す の
す ・ る 安
る 安 こ 全
基 全 と 性
本 に に の
的 関 よ 確

こ は 報 の 、
と 、 の の 食
が 第 提 ほ の
で 一 供 か 安
き 項 に 、 心
る の 努 食 ・
よ 措 め 品 安
う 置 な 関 全
、 を け 連 を
特 講 れ 事 推
に ず ば 業 進
配 る な 者 す

業 責 安 定
者 務 心 し
は ） ・ 、
、 安 及
基 全 び
本 に 実
理 関 施
念 す す
に る る
の 施 責
っ 策 務
と を を

計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策

す 基 と い の
る 本 す 。 総
目 的 る 合
標 な 。 的

方 か
針 つ

計
画
的
な
推

施 す っ 保
策 る て 及

施 、 び
策 食 信
に の 頼
協 安 性
力 心 の
す ・ 向
る 安 上
よ 全 に
う の 関

慮 に ら は る
し 当 な 、 た
な た い 基 め
け っ 。 本 に
れ て 理 必
ば は 念 要
な 、 に な
ら そ の 措
な の っ 置
い 使 と を
。 用 り 講

り 地 有
、 域 す
そ の る
の 実 。
事 情
業 に
活 応
動 じ
を て
行 効
う 果

進
を
図
る
た
め
、
食
の
安
心

努 推 す
め 進 る
る に 知
も 積 識
の 極 及
と 的 び
す な 理
る 役 解
。 割 を

を 深
果 め

人 、 ず
そ そ る
の の と
他 事 と
の 業 も
従 活 に
業 動 、
者 を 県
が 行 が
食 う 実
品 に 施

に 的
当 に
た 実
っ 施
て す
は る
、 た
自 め
ら 、
が 市
食 町

・
安
全
の
推
進
に
関
す
る
基

た る
す よ
も う
の 努
と め
す 、
る 食
。 品

の
消
費

の 当 す
安 た る
全 っ 食
性 て の
の は 安
確 、 心
保 そ ・
及 の 安
び 事 全
信 業 に
頼 活 関

の と
安 の
心 密
・ 接
安 な
全 連
に 携
つ を
い 図
て る
の も

本
的
な
計
画
（
以
下
「
基

に
際
し
そ
の
安
全
性
を
損

性 動 す
の に る
向 係 施
上 る 策
に 食 に
関 品 協
す に 力
る 関 す
知 す る
識 る 責

第 の
一 と
義 す
的 る
責 。
任
を
有
し
て

四
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第
十 努
三 め
条 る

も
県 の
は と
、 す
前 る

第 第（
十 食 の 十 生
二 品 他 一 管
条 表 の 条 理

示 必 に
県 の 要 県 関
は 適 な は す
、 正 措 、 る
食 化 置 前 基

第 ３ ２（
十 衛 過 び
条 生 程 県 監 県

管 に は 視 は
県 理 関 、 並 、
は の す 水 び 畜
、 高 る 産 に 産
食 度 情 物 防 物
品 化 報 の 疫 の

第 ６ ５（
そ 九 農
の 条 林 前 知
他 水 三 事
の 県 産 項 は
必 は 物 の 、
要 、 の 規 基
な 農 安 定 本
措 林 全 は 計

４ ３
な る 四
ら 知 。 知
な 事 前事
い は 三は
。 、 号、

基 に基
本 掲本
計 げ計

条 。
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
食

品 ） を 条 準
表 講 に を
示 ず 定 策
に る め 定
対 も る し
す の も 、
る と の そ
県 す の の
民 る ほ 普
の 。 か 及
信 、 に
頼 食 努

関 ） の 安 体 安
連 記 全 制 全
事 録 性 の 性
業 及 の 整 の
者 び 確 備 確
が そ 保 、 保
行 の 及 畜 及
う 保 び 産 び
食 管 信 物 信
品 に 頼 の 頼
の 対 性 生 性
衛 す の 産 の

置 産 性 、 画
を 物 の 基 を
講 の 確 本 策
ず 安 保 計 定
る 全 及 画 し
も 性 び の た
の の 信 変 と
と 確 頼 更 き
す 保 性 に は
る 及 の つ 、
。 び 向 い 遅

信 上 て 滞

画 る画
を もの
策 の案
定 のを
す ほ作
る か成
に 、し
当 食よ
た のう
っ 安と
て 心す
は ・

品
表
示
に
対
す
る
県
民
の
信

を 品 め
確 関 る
保 連 も
す 事 の
る 業 と
た 者 す
め が る
、 行 。
事 う
業 食
所 品

生 る 向 過 向
管 支 上 程 上
理 援 の に の
の そ た 関 た
高 の め す め
度 他 、 る 、
化 の 生 情 家
に 必 鮮 報 畜
対 要 の の の
す な 水 記 飼
る 措 産 録 養

頼 ） 準 な
性 用 く
の す 、
向 る こ
上 。 れ
の を
た 公
め 表
、 し
で な
き け

る
、 安と
あ 全き
ら には
か 関、
じ すあ
め るら、 施か山 策じ口 をめ県 総、食 合

頼
を
確
保
す
る
た
め
、
食
品

に の
お 衛
け 生
る 管
食 理
品 の
表 高
示 度
に 化
係 に
る 対

取 置 物 及 に
組 を の び 当
を 講 鮮 そ た
促 ず 度 の っ
進 る の 保 て
す も 保 管 の
る の 持 に 衛
た と に 対 生
め す 必 す 的
、 る 要 る な
食 。 な 支 管

る れ
限 ば
り な
農 ら
薬 な
を い
使 。
用
し
な
い

県の 的民安 かの心 つ意・ 計見安 画を全 的反審 に映議 推す会 進る す（
こ以 る

表
示
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る

管 す
理 る
の 取
体 組
制 を
に 促
関 進
す す
る る
基 た
準 め

品 技 援 理
の 術 そ の
製 の の 指
造 開 他 導
、 発 の 及
加 及 必 び
工 び 要 促
又 そ な 進
は の 措 、
調 成 置 家
理 果 を 畜

農
林
産
物
の
生
産
技
術
の
開

と下 た
が め「
で審 に
き議 必
る会 要
よ」 な
うと 事
にい 項
適う
切。
な）

よ
う
監
視
及
び

五 指
導
を
行

を 、
策 情
定 報
し の
、 提
そ 供
の 、
普 助
及 言
に そ

を の 講 の
行 普 ず 伝
う 及 る 染
過 、 も 性
程 水 の 疾
に 産 と 病
お 物 す の
け の る 検
る 生 。 査
衛 産 及

発
及
び
そ
の
成
果
の
普
及

措の
置意
を見
講を
ず聴
るか
もな
のけ
とれ

ば す
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う
も
の
と
す
る
。

２ 第 ２ 第（
認 十 食 十

県 識 九 を 県 八
は し 条 考 は 条
、 、 え 、
毎 食 食 る 前 県
年 品 品 日 項 は
、 の 関 ） の 、
期 安 連 人 食

２ 第（ （
県 よ 十 県
民 県 う 七 民
の は に 条 運
参 、 、 動
画 市 学 県 ）
） 町 習 は

、 の 、
食 機 地

第 第（ （
機 十 情 必 十 情
会 六 報 要 五 報
を 条 及 な 条 の
提 び 情 収
供 県 意 報 県 集
す は 見 を は 等
る 、 の 提 、 ）
も 食 交 供 食

２ 第 （
す 十 緊 う

県 る 四 急 と
は 体 条 の と
、 制 事 も
前 を 県 態 に
項 整 は へ 、
の 備 、 の 食
事 す 食 対 品

間 全 事 材 の
を 性 業 を 安
定 の 者 積 心
め 確 及 極 ・
て 保 び 的 安
、 及 県 に 全
食 び 民 活 の
を 信 は 用 推
考 頼 、 す 進
え 性 毎 る を
る の 月 よ 担
日 向 第 う う

品 会 域
関 及 社
連 び 会
事 情 に
業 報 お
者 の い
及 提 て
び 供 食
県 そ の
民 の 安
と 他 心
連 の ・

の の 換 す の
と 安 の る 安
す 心 機 も 心
る ・ 会 の ・
。 安 の と 安

全 提 す 全
に 供 る に
関 ） 。 関
し す
、 る
食 科
品 学

態 る 品 処 表
へ も の ） 示
の の 安 に
対 と 全 係
処 す 性 る
に る 又 制
つ 。 は 度
い 信 に
て 頼 関
、 性 し
あ に 、
ら 重 普

上 三 努 べ（
前 に 日 め き
項 関 曜 る 高
の す 日 も 度
規 る を の な
定 知 標 と 知
に 識 準 す 識
よ 及 と る を
り び し 。 有
食 理 て す
品 解 、 る

携 必 安
し 要 全
、 な を
県 措 推
民 置 進
運 を す
動 講 る
を ず 気
促 る 運
進 も の
す の 醸

関 的
連 知
事 見
業 に
者 基
と づ
県 く
民 情
と 報
が そ
相 の

か 大 及
じ な 啓
め 影 発
、 響 そ
そ を の
の 及 他
具 ぼ の
体 し 必
的 、 要
な 又 な
手 は 措

関 を お 人
連 深 お 材
事 め む を
業 る ね 育
者 た 毎 成
及 め 月 す
び の 一 る
県 取 回 よ
民 組 以 う
が を 上 努
定 す 、 め

る と 成
た す を
め る 図
の 。 る
体 た
制 め
の の
整 県
備 民
に の
努 運

互 他
に の
理 情
解 報
を の
深 収
め 集
る 整
こ 理
と 、
が 分

順 及 置
を ぼ を
定 す 講
め お ず
て そ る
お れ も
く が の
よ あ と
う る す
努 緊 る
め 急 。

め る 一 る
る よ 定 も
日 う の の
を 努 日 と
い め を す
う る 定 る
。 も め 。
） の て
の と 、
趣 す 食
旨 る の

め 動
る （
も 以
の 下
と 「
す 県
る 民
。 運

動
」
と

で 析
き 等
る を
よ 行
う い
に 、
す 県
る 民
た 及
め び
、 食

る の
も 事
の 態
と へ
す の
る 対
。 処

及
び
当
該

に 。 安
つ 心
い ・
て 安
啓 全
発 の
活 重
動 要
を 性
行 を

い
う
。
）
が
促
進
さ
れ
る

情 品
報 関
及 連
び 事
意 業
見 者
の に
交 対
換 し
の 、

事
態
の
発
生
の
防
止
に
関

六
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第
規 二
定 十
に 六
よ 条
り
販 農
売 林
し 水

第（ （
出 あ れ 二 県
荷 る て 十 民
の と お 五 か
制 認 ら 条 ら
限 め ず の
） る 、 県 申

と 若 の 出
き し 機 に

第 第（ （
二 財 制 二 監
十 政 の 十 視

第 四 上 整 三 等
三 条 の 備 条 の
章 措 に 体

県 置 努 県 制
健 は ） め は の
康 、 る 、 整

第 （
必 二 環 に 上
要 十 境 か に
な 二 へ ん 関
措 条 の が す
置 配 み る
を 県 慮 、 県
講 は ） 地 民
ず 、 産 の

第 第（ （
二 地 要 二 食
十 産 で 十 育
一 地 あ 条 の
条 消 る 推

の こ 県 進
県 推 と は ）
は 進 に 、
、 ） か 県

て 産
は 物
な を
ら 生
な 産
い し
こ 、
と 又
と は
さ 採
れ 取
て す

は く 関 対
、 は は す
適 行 、 る
切 わ 県 措
な れ 民 置
措 て か ）
置 い ら
を な 食
講 い 品
ず お が
る そ 原
も れ 因

被 食 も 食 備
害 の の 品 ）
の 安 と 供
防 心 す 給
止 ・ る 行
及 安 。 程
び 全 の
食 に 各
品 関 段
表 す 階
示 る を
の 施 通

る 食 地 知
も 品 消 識
の の を 及
と 安 推 び
す 全 進 理
る 性 す 解
。 の る を

確 も 深
保 の め
に と 、
支 す 県
障 る 民

地 ん 民
産 が が
地 み 食
消 、 の

食 安（
食 育 心
品 の ・
が 推 安
生 進 全
産 を を
さ 図 実
れ る 践

い る
る 者
食 （
品 こ
に れ
該 ら
当 の
す 者
る に
農 よ
林 り

の が と
と あ な
す る っ
る 旨 て
。 の 人

申 の
出 健
が 康
あ に
っ 係
た る

適 策 じ
正 を て
化 推 食
に 進 品
関 す の
す る 安
る た 全
措 め 性
置 、 を

必 確
要 保

が 。 と
生 食
ず 品
る 関
こ 連
と 事
を 業
防 者
止 と
す の
る 相

た も す
地 の る
域 と た
内 す め
で る に
当 。 は
該 、
食 食
品 品
を の
消 安

水 構
産 成
物 さ
を れ
出 る
荷 団
し 体
て を
は 含
な む
ら 。

と 被
き 害
は が
、 生
必 じ
要 、
に 若
応 し
じ く
関 は
係 生

な す
財 る
政 た
上 め
の の
措 施
置 策
を を
講 適
ず 正
る に

た 互
め 理
、 解
環 を
境 促
に 進
及 す
ぼ る
す こ
影 と
響 に

費 全
す 性
る に
こ 関
と す
を る
い 知
う 識
。 及
以 び
下 安

な ）
い は
。 、

食
品
衛
生
法
第
十
一

機 ず
関 る
と お
連 そ
携 れ
し が
て あ
、 る
速 旨
や 又
か は

よ 実
う 施
努 す
め る
る た
も め
の に
と 必
す 要
る な
。 監

が よ
少 り
な 、
い 食
生 の
産 安
方 心
式 ・
の 安
開 全
発 に

同 全
じ な
。 食
） 品
が を
食 自
品 ら
の 選
安 択
全 す
性 る

条
第
二
項
又
は

七 第
三
項
の

に 食
調 品
査 表
を 示
行 が
い 適
、 正
必 に
要 行
が わ

視
、
指
導
及
び
検
査
の
体

及 資
び す
そ る
の も
普 の
及 で
そ あ
の る
他 こ
の と

の 力
確 を
保 習
及 得
び す
信 る
頼 こ
性 と
の が
向 必
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三

当
該
事
業
所
又

２
二 一 を る

監 行 前 事
役 督 当 わ 項 業
員 す 該 せ に 所
、 る 事 る 規 又
使 こ 業 も 定 は
用 と 所 の す 事
人 。 又 と る 務

第 ５ ４（
二 食 き
十 品 知 第 は
八 表 事 一 、
条 示 は 項 当

責 、 の 該
県 任 第 規 報
の 者 一 定 告
区 ） 項 に を

３ ２
四 三 二

知 自 が
事 ら 当 当 生 回
は 生 該 該 ず 収
、 産 食 食 る に
第 し 品 品 お 係
一 、 が が そ る
項 又 消 県 れ 食

第 （
一 を れ 二 食

知 、 十 品
食 事 若 七 の
品 に し 条 自
衛 報 く 主
生 告 は 特 的
法 し 販 定 な
第 な 売 事 回

は
事
務
所
に
お
け
る
食
品
表
示

そ は す 食 所
の 事 る 品 ご
他 務 。 関 と
の 所 連 に
従 に 事 、
業 お 業 食
者 い 者 品
に て は 表
対 取 、 示
し り そ に
て 扱 の 関
、 う 営 す

域 又 よ し
内 は る た
に 前 報 者
事 項 告 に
業 の を 対
所 規 し し
又 定 た 、
は に 者 回
事 よ は 収
務 る 、 の
所 報 当 措
を 告 該 置

の は 費 の が 品
規 輸 者 区 少 が
定 入 に 域 な 食
に し 販 内 い 品
よ た 売 に も 衛
る 食 さ お の 生
報 品 れ い と 法
告 を て て し 第
に 直 い 流 て 十
係 接 な 通 規 九
る 消 い し 則 条
回 費 こ て で 第

五 け さ 業 収
十 れ れ 者 に
四 ば 、 は 係
条 な 又 、 る
の ら は 特 報
規 な そ 定 告
定 い の 事 等
に 。 お 業 ）
よ そ 者
る れ 又
命 が は
令 あ そ

に
関
し
、
食
品
関
連
事
業
者

食 食 業 る
品 品 に 責
表 の 係 任
示 食 る 者
に 品 事 （
関 表 業 以
す 示 所 下
る が 又 「
啓 適 は 食
発 正 事 品
を に 務 表

有 を 報 の
す 受 告 内
る け に 容
食 た 係 の
品 と る 変
関 き 回 更
連 は 収 そ
事 、 の の
業 当 措 他
者 該 置 必

報 を 要

収 者 と い 定 二
の に が な め 項
措 販 明 い る の
置 売 ら こ と 規
の す か と き 定
内 る で が 。 の
容 こ あ 明 み
が と る ら に
人 を 場 か 違
の 主 合 で 反
健 と あ し

そ る の
の こ 構
他 と 成
法 に 員
令 よ が
の り 生
規 当 産
定 該 し
に 食 、
よ 品 輸
る の 入

に
対
し
て
、
必
要
な
意
見
を

行 行 所 示
う わ に 責
こ れ 食 任
と る 品 者
。 よ 表 」

う 示 と
に 責 い
、 任 う
そ 者 。
の を ）
食 置 を

（
食 告 終 な
品 の 了 措
の 内 し 置
輸 容 た を
入 に と と
、 係 き る
製 る は べ
造 情 、 き
、 報 遅 旨
加 を 滞 を
工 公 な 勧

康 し る て
に て 場 販
係 営 合 売
る む さ
被 者 れ
害 に 、
の つ 又
発 い は
生 て そ
又 は の
は 、 お

処 回 し
分 収 、
に に 又
よ 着 は
り 手 販
回 し 売
収 た し
に と た
着 き 食
手 品（
し 次 が

述
べ
る
こ
と
。

品 い 置
の た く
輸 と よ
入 き う
、 は 努
製 、 め
造 食 る
、 品 も
加 表 の
工 示 と
又 責 す

又 表 く 告
は す 、 す
販 る そ る
売 こ の こ
を と 旨 と
行 が を が
う で 知 で
者 き 事 き
に る に る
限 。 報 。
る 告

そ 前 そ
の 項 れ
拡 の が
大 規 あ
を 定 る
防 は 場
止 、 合
す 適 で
る 用 あ
上 し っ
で な て

た に 食
場 掲 品
合 げ 衛

る 生
場 法
合 の
を 規
除 定
く に
。 違
） 反

は 任 る
販 者 。
売 に
に 次
従 に
事 掲
す げ
る る
者 業
を 務

。 し
） な
は け
、 れ
そ ば
の な
営 ら
業 な
に い
係 。

適 い 、
当 。 人
で の
な 健
い 康
と に
認 係
め る
る 被
と 害

は し
、 て
速 生
や 産
か さ
に れ
、 、
そ 輸
の 入
旨 さ

八
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４

前
第 三
五 項
章 に

定
雑 め
則 る

３ ２ 第
せ 三

委 審 る 十
員 議 た 一 第
は 会 め 条 四
、 は 、 章
学 、 審 食
識 委 議 の 山
経 員 会 安 口

４ ３ ２ 第
報 一 三

前 知 知 告 項 十
項 事 事 を の 条
の は は す 規
規 、 、 べ 定 知
定 前 前 き に 事
に 項 項 こ よ は
よ の の と る 、

３ ２（
勧 る せ
告 第 前 。 、
及 一 項 関
び 項 の 係
公 の 規 者
表 規 定 に
） 定 に 質

に よ 問

第 ３（
又 二 立 示
は 十 入 責 第
そ 九 検 任 一
の 条 査 者 項
職 等 の に
員 知 ） 意 規
に 事 見 定
、 は を す

も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
組
織

験 十 を 心 県
を 五 置 ・ 食
有 人 く 安 の
す 以 。 全 安
る 内 に 心
者 で 関 ・
の 組 す 安
う 織 る 全
ち す 重 審
か る 要 議
ら 。 事 会
、 項

る 規 規 を 報 第
弁 定 定 勧 告 二
明 に に 告 を 十
の よ よ す し 六
機 る る る な 条
会 公 勧 こ い に
の 表 告 と 場 規
付 を を が 合 定
与 し 受 で に す
に よ け き は る
つ う た る 、 者
い と 者 。 こ が

よ り さ
る 立 せ
立 入 、
入 検 若
検 査 し
査 を く
の す は
権 る 試
限 職 験
は 員 の
、 は 用
犯 、

当 、 尊 る
該 第 重 食
食 二 し 品
品 十 な 関
関 五 け 連
連 条 れ 事
事 か ば 業
業 ら な 者
者 第 ら は
の 二 な 、
営 十 い そ
業 七 。 の

及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な

知 に
事 つ
が い
任 て
命 の
す 調
る 査
。 及

び
審
議

て す が れ 同
は る 正 ら 条
、 場 当 の の
山 合 な 者 規
口 に 理 に 定
県 は 由 対 に
行 、 な し 違
政 当 く 、 反
手 該 当 当 し
続 公 該 該 て
条 表 勧 農 同

に
罪 そ 供
捜 の す
査 身 る
の 分 た
た を め
め 示 にに す 必認 証 要め 明 なら 書 限れ を

所 条 営
、 ま 業
事 で に
務 の 係
所 規 る
そ 定 事
の の 業
他 施 所
の 行 又
事 に は
業 必 事

事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

並
び
に
食
の
安
心
・
安
全
に

例 に 告 林 条
係 に 水 に（

平 る 従 産 規
成 者 わ 物 定
七 に な の す
年 対 い 出 る
山 し と 荷 農
口 、 き の 林
県 弁 は 停 水
条 明 、 止 産
例 の そ そ 物

度た 携 にも 帯 おの し いと 、 て解 関 食釈 係 品し 者 、て に 生は 提
産な 示
資ら し

場 要 務
に な 所
立 限 に
ち 度 食
入 に 品
り お 表
、 い 示
食 て 責
品 、 任
、 食 者
生 品 を

関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
建

第 機 の の を
一 会 旨 他 出
号 を を 必 荷
） 与 公 要 し
第 え 表 な た
三 な す 措 場
章 け る 置 合
第 れ こ を 又
三 ば と と は
節 な が り 特
の ら で 、 定

材な な
そい け
の。 れ
他ば
のな
物ら
件な
のい
提。
出
を

産 関 置
資 連 い
材 事 た
、 業 と
施 者 き
設 に は
、 対 、
帳 し 前
簿 、 項
書 そ 第
類 の 三

九

議
に
関
す
る
事
務
を
行
わ

規 な き 又 事
定 い る は 業
の 。 。 同 者
例 項 が
に の 第
よ 規 二
る 定 十
。 に 七

よ 条
る 第

求
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

そ 業 号
の 務 の
他 に 規
の 関 定
物 し に
件 報 よ
を 告 る
検 さ 食
査 せ 品
さ 、 表



平 水曜日成 年 日月 山 口 県 報 （号 外─ ）

３

臨
時
委
員
は
、
当

２ 第 ４ ３ ２（
三 任

委 条 期 臨 委 委
員 ） 時 員 員
は 委 委 会 は
、 員 員 に 、
再 の は 、 経
任 任 、 特 営
さ 期 知 別 又

第 第（
二 組 員 法 一
条 織 会 人 条

） に 評
委 つ 価 こ
員 い 委 の
会 て 員 条
は 必 会 例
、 要 と は

山（
趣 口 地
旨 県 平 方
） 地 条 成 独

方 例 二 立
独 第 十 行
立 四 年 政
行 十 十 法
政 四 二 人

第 （
こ 三 規
の 十 則
条 附 二 へ
例 条 の
は 則 委
、 こ 任
平 の ）
成 条

該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査

れ は 事 の は
る 、 が 事 産
こ 二 任 項 業
と 年 命 を 技
が と す 調 術
で す る 査 に
き る 。 審 関
る 。 議 し
。 た さ 学

だ せ 識
し る 経
、 た 験

委 な し 、
員 事 て 地
五 項 設 方
人 を 置 独
以 定 さ 立
内 め れ 行
で る た 政
組 も 地 法
織 の 方 人
す と 独 法
る す 立 （
。 る 行 平

法 号 月 山
人 二 口
山 十 県
口 四 産
県 日 業
産 技
業 術
技 セ
術 ン
セ タ
ン ー
タ 評

二 例
十 に
一 定
年 め
四 る
月 も
一 の
日 の
か ほ
ら か
施 、
行 こ

審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、

補 め の
欠 必 あ
の 要 る
委 が 者
員 あ の
の る う
任 と ち
期 き か
は は ら
、 、 、
前 臨 知

。 政 成
法 十
人 五
山 年
口 法
県 律
産 第
業 百
技 十
術 八
セ 号

ー 価
評 委
価 員
委 会
員 条
会 例
条 を
例 こ

こ
に
公

す の
る 条
。 例

の
施
行
に
つ
い
て
必

解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

任 時 事
者 委 が
の 員 任
残 若 命
任 干 す
期 人 る
間 を 。
と 置
す く
る こ
。 と

ン ）
タ 第
ー 十
評 一
価 条
委 第
員 三
会 項

の（
以 規
下 定

布
す
る
。

要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め

が
で
き
る
。

に「
委 基
員 づ
会 き
」 、
と 同
い 条
う 第
。 一
） 項
の に

山
口
県
知
事

二

る
。

組 規
織 定
及 す
び る
委 地
員 方
そ 独
の 立
他 行
委 政

井

関

成

一
〇



平成 水曜日年 日月 山 口 県 報 （号 外─ ）

地
方
独 地
立 方
行 独
政 立
法 行
人 政

山 す
口 る 地
県 平 。 方
条 成 独
例 二 立
第 十 行
四 年 政
十 十 法
五 二 人

第 第（
こ 七 そ 六
の 条 の 条
条 附 他
例 こ ） 委
は 則 の 員
、 条 会
公 例 の
布 に 庶

４ ３ ２ 第（
庶 五
務 会 会 会 条
） 議 議 議

の は の 委
議 、 議 員
事 委 長 会
は 員 は の
、 及 、 会

３ ２ 第（ （
会 四 委
議 委 委 条 員
） 員 員 長

長 長 委 ）
に は 員
事 、 会
故 会 に
が 務 、

山 法
口 人
県 山
産 口
業 県
技 産
術 業
セ 技
ン 術
タ セ
ー ン
に タ

号 月 山
二 口
十 県
四 産
日 業

技
術
セ
ン
タ
ー
に

の 定 務
日 め は
か る 、
ら も 商
施 の 工
行 の 労
す ほ 働
る か 部
。 、 に

委 お
員 い
会 て

出 び 委 議
席 議 員 （
し 事 長 以
た に を 下
委 関 も 「
員 係 っ 会
及 の て 議
び あ 充 」
議 る て と
事 臨 る い
に 時 。 う
関 委 。

あ を 委
る 総 員
と 理 長
き し を
又 、 置
は 委 き
委 員 、
員 会 委
長 を 員
が 代 の
欠 表 互
け す 選

係 ー
る に
地 係
方 る
独 地
立 方
行 独
政 立
法 行
人 政
法 法

係
る
地
方
独
立
行
政
法
人
法

の 処
運 理
営 す
に る
つ 。
い
て
必
要
な
事

係 員 ）
の の は
あ 過 、
る 半 委
臨 数 員
時 が 長
委 出 が
員 席 招
の し 集
過 な す
半 け る

た る に
と 。 よ
き っ
は て
、 こ
委 れ
員 を
長 定
が め
あ る
ら 。

人（
平 法
成 第
十 四
五 十
年 四
法 条
律 第
第 一
百 項
十 の

第
四
十
四
条
第
一
項
の
条
例

項
は
、
委
員
長
が
委
員
会
に

数 れ 。
で ば
決 、
し 開
、 く
可 こ
否 と
同 が
数 で
の き
と な

か
じ
め
指
名
す
る
委
員
が
、

八 条
号 例
） で
第 定
四 め
十 る
四 重
条 要
第 な
一 財
項 産

山 で
定口 め

県 る
重知 要

事 な
財
産

二 を
定

諮
っ
て
定
め
る
。

き い
は 。
、
議
長
の
決
す
る
と
こ

そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

の を
条 定
例 め
で る
定 条

一 め 例
一 る

重
要
な

め
井 る

条
例

関 を
こ
こ

成 に
公
布

ろ
に
よ
る
。



平 水曜日成 年 日月 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
一
条

山
口
県
使
用

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 二 使
県 第 十 用
使 四 年 料
用 十 十 手
料 七 二 数

く 織
こ 。 地は
の ） 方、
条 附 と 独山
例 す 立口
は 則 る 行県
、 。 政産
平 法業
成 人技

山 る
口 。 地
県 平 方

地 条 成 独
方 例 二 立
独 第 十 行
立 四 年 政
行 十 十 法
政 六 二 人

に 財
こ 限 産
の る は
条 附 。 、
例 ） 適
は 則 若 正
、 し な
平 く 見
成 は 積

料
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一

手 号 月 料
数 二 条
料 十 例
条 四 の
例 日 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る
す 条

二 山術
十 口セ
一 県ン
年 産タ
四 業ー
月 技条
一 術例
日 セ（
か ン昭
ら タ和
施 ー四
行 に

法 号 月 山
人 二 口
山 十 県
口 四 産
県 日 業
産 技
業 術
技 セ
術 ン
セ タ
ン ー
タ に

二 動 価
十 産 額
一 又 が
年 は 七
四 不 千
月 動 万
一 産 円
日 の 以
か 信 上
ら 託 の
施 の 不
行 受 動

年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の

る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る
。

十
す 係二
る る年
。 地山

方口
独県 立条 行例 政第 法二 人号 法

ー 係
に る
係 地
る 方
地 独
方 立
独 行
立 政
行 法
政 人
法 法

す 益 産
る 権 （
。 と 不

す 動
る 産
。 の

信
託
の
場
合

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

）
第 （

平一 成条 十の 五規 年定 法に 律
よ 第
り 百
設 十

人 第
法 五
第 十
五 九
十 条
九 第
条 一
第 項
一 の
項 条
の 例

を
除
き
、
土
地
に
つ
い
て
は

る
。

山
口
県
知
事

二

置 八
さ 号
れ ）
た 第
山 五
口 十
県 九
産 条
業 第
技 一
術 項

条 山 で
例 定口で め
定 県 る
め 内知る 部
内 事 組
部 織
組 を
織 二 定
を め

、
そ
の
面
積
が
一
件
二
万
平

井

関

成

セ の
ン 条
タ 例
ー で

定（
総 め
務 る
課 内
を 部
除 組

定 る
め 井 条
る 例
条 を
例 関 こ

こ
に

成 公
布
す

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

一
二



平成 水曜日年 日月 山 口 県 報 （号 外─ ）

類

別項 選 表
挙 第は公 管 一事の 理 の務施 委の設 員 の種又

分
べ
ん
料

別
表
第
一
の
５
の

識
す
る
こ

の磁記取ス す複複
知気録つキ る写写
覚的 てャ 場し機（
に方電でナ 合たに

会 表
関 を ２名 係 別 料
使 表 の 在
用 第 金 胎
料 一 額 期称 手 の か 間
数 ら が

区 料 の 三 二
表 万 十
と 円 二
し を 週

１
当 ら は じ
該 午 、 。 診
分 前 前 ） 療
べ 六 記 時を
ん 時 の 間行
料 ま 分 以つ
の で べ 外た
金 の ん の場
額 間 料 時合
に に の 間

備 表
二

考 の
項
分
べ
ん
料
に
関
す
ると

が
で
き
な

よ式子きに もよ
つそ的たよ のり
ての方電り を用
は他式磁読 交紙
認人、的み 付に

、 減 間
別 じ に
表 た 満

分 第 金 た
一 額 な
の と い
９ す 場

単 の る 合
表 。 の
の 分
次 べ

（
加 診 金 に帝
算 療 額 診王
し を か 療切
た 行 ら 開 （
金 つ 三 分を額 た 万 べ行と と 円 んつす き を のたる は 減 介場。 、 じ 助合百 た を

部
分
を
次
の
よ
う
に一 改児 めに る

一
枚
に
つ
き

に ん
次 料
の の
一 金
表 額
を は
加 、

位 え 前
る 記
。 の

分

を分 額 含
除の に む
く四 百 。
。十 分 以
）） の 下
のを 二 こ
分乗 十 の
べじ 項（
んて 午 に
料得 後 お
のた 十 い

つ 。き

つは（
き、多
六第胎
万二の
五児場
千以合五降

に百、 十
あ

十
円

べ
金 ん

額

金額 時 て
を か 額 同

円一 万
つ）児 千

にて円

一
三



平 水曜日成 年 日月 山 口 県 報 （号 外─ ）

一
る開等少
事示の額
務に写領
関し収
すの書

す複複 のると生ル
る写写 を。が装の
場し機 交）可置光
合たに 付に能でデ

径二 記取ス のる可置（
百四日 つキ を。 で録 能
二一本 てャ 交） 再を な十に工 でナ 付に 生光

示等少
手の額
数写領
料し収
開書

光二一六 記取ス る写（
デ十に〇日 つキ 場し録
ィミ適六本 てャ 合たを
スリ合及工 でナ も光

も九二 スを表録い（
の十二日 フにを方ク
にミ三本 レおい式カ限リに工 キいうでーもよ す複な再ィ

のり る写も生ス
を用 場しのすク
交紙 合たにるの
付に も限こ再

ミ適業 きに す複もす
デリ合規 たよ る写 るのィメす格 電り 場し こ

にスーる 磁読 合た と
ト直六ク的み も限が

クメすび業 きに の
デのーる 規 たよ を
ィ再ト直六格 電り 交
ス生ル径二 磁読 付

装の百八〇ク的み す

るメ適業 シて。作ト。ー合規 ブ同以ら
リ）トす格 ルじ下れ
ッにルる デ。こた

複の幅六ジィ）の記

一
枚
に
つ
き

一
枚
に
つ
き

一
枚
に
つ
き

一
枚
に
つ
き

算
し
た
額

十
円

写八
し十
一円
枚に
ご少
と額
に領
十収
円書
を等
加の

算写六
しし十
た一円
額枚に
ご少
と額
に領
十収
円書
を等
加の

算写四
しし十
た一円
額枚に
ご少
と額
に領
十収
円書
を等
加の

一
四



平成 水曜日年 日月 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
二

別 条
表
第 山
一 口
の 県
５ 使
の 用

二
る交等収
事付の支
務に写報
関し告
すの書表 料

二 手
の 数
項 料
分 条
べ 例
ん の
料 一 のると生ルに 部 を。が装の関 を 交）可置光す 次 付に能でデる の

径二 記取ス のる可置（
百四日 つキ を。 で録 能
二一本 てャ 交） 再を な十に工 でナ 付に 生光

付等収
手の支
数写報
料し告
交書

光二一六 記取ス す複の（
デ十に〇日 つキ る写も録
ィミ適六本 てャ 場しのを
スリ合及工 でナ 合たに光

幅六ジデ記取ス
九二 ィ録つキ（
十二日スをてャ
ミ三本クフでナ

す複な再ィ部 よ る写も生ス分 う 場しのすク中 に 合たにるの改 も限こ再正
す
る
。

ミ適業 きに す複もす
デリ合規 たよ る写 るのィメす格 電り 場し こ

にスーる 磁読 合た と
ト直六ク的み も限が

クメすび業 きに も限
デのーる 規 たよ のる
ィ再ト直六格 電り を。
ス生ル径二 磁読 交）

装の百八〇ク的み 付に

リに工カレきに
メ適業ーキたよ
ー合規トシ電り
トす格リブ磁読
ルる ッル的み

一
枚
に
つ
き

一
枚
に
つ
き

一
枚
に
つ
き

算
し
た
額

写八
し十
一円
枚に
ご収
と支
に報
十告
円書
を等
加の

算写六
しし十
た一円
額枚に
ご収
と支
に報
十告
円書
を等
加の

算写四
しし十
た一円
額枚に
ご収
と支
に報
十告
円書
を等
加の

一
五



平 水曜日成 年 日月 山 口 県 報 （号 外─ ）

（
施
行
期
日
）

診妊附 査産
料婦則 健
康

お助
い産
て師
行の
う管
分理

そ て市 べの

る
そ も帝
の の王
他 切
の 開

「 「

い医
て師
行の
う管
分理
べの
ん下

も の
の助 医
産 師
師 が
が 行
行 う
う も

の 行町 ん下
他 うか に
の 健ら
健 康委
康 診託
診 査を
査 受

け

も に
の よ

に
お

一 一
回 回
に に

一
児
に
つ

一 き
人
一 つは（
回 き、多
に 七第胎

一 一
児 児
に に
つ つ
き き

つは つは（ （
き、多 き、多
九第 八第胎 胎

一
児
に
つ
き

つは（
き、多
六第胎

つ つ
き き

を範た号厚
乗囲点別生
じ内数表労
てでに第働
得知十一省
た事二に告

三 額が円よ示
千 定六り第

つ 万二の
き 四児場

千以合事健 五降
にが康 百、
あ定診 円一
つめ査 ）児

るの にて
額内 」容
に

万二 万二の の
九児 九児場 場

十 千以 十 千以 十合 合一 円降 六 円降 四
に に万 ）、 万 ）、 万
あ あ九 一 八 一 八
つ つ千 児 千 児 千

にて にて円 円 円

に
改

万二の
五児場
千以合五降

に百、 十
あ円一 万
つ）児 千

にて円

」
を

二 め十算五
百 る銭出十
円 額のし九

応
じ
知

め
、
同
部
分
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 一

六



平成 水曜日年 日月 山 口 県 報 （号 外─ ）

す
附 る

方
則 法

二
ロ イ

磁 が 使
気 で 社 用 社
デ き 員 に 員
ィ る の 係 の
ス 状 使 る 使
ク 態 用 電 用

第 （
一 る 二 電 第 特

べ 条 磁 二 定
電 き の 的 条 非
子 者 二 方 の 営
情 法 次 利（
報 以 法 ） に 活
処 下 第 次 動
理 十 の 促「

山
口 特
県 平 定

特 条 成 非
定 例 二 営
非 第 十 利
営 四 年 活
利 十 十 動
活 八 二 促

２ １（
山

第 山 口 こ
二 口 県 の
条 県 収 条
第 収 入 例
二 入 証 は
号 証 紙 、
中 紙 条 平

そ に に 子 に
の 置 係 計 係
他 き る 算 る
こ 、 電 機 電
れ 受 子 に 子
に 信 計 備 計
準 者 算 え 算
ず が 機 ら 機
る こ に れ と
方 れ 備 た 受
法 を え フ 信
に 閲 ら ァ 者

組 受 四 一 進
織 信 条 条 法
を 者 の を 施
使 」 七 加 行
用 と 第 え 条
す い 三 る 例
る う 項 。 （
方 。 に 平
法 ） 規 成
の が 定 十
う 表 す 年
ち 決 る 山

動 号 月 進
促 二 法
進 十 施
法 四 行
施 日 条
行 例
条 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正

条 例 成「
別 例 の 二
表 一 十（
第 昭 部 一
一 和 改 年
の 三 正 一

十 ） 月
の 九 一
表 年 日
十 山 か
の 口 ら
項 県 施

よ 覧 れ イ の
り し た ル 使
一 て フ に 用
定 受 ァ 記 に
の 信 イ 録 係
事 者 ル す る
項 の に る 電
を 使 記 方 子
確 用 録 法 計
実 に さ 算
に 係 れ 機

次 に 条 口
に 係 例 県
掲 る で 条
げ 情 定 例
る 報 め 第
も の る 三
の 内 情 十

容 報 三
を 通 号
出 信 ）
力 の の

改 す
正 る
す 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布
す

」 条 行
を 例 す

第 る「
別 八 。
表 号 た
第 ） だ
一 の し
の 一 、

部 第
の を 二
表 次 条

記 る た と
録 電 表 を
し 子 決 接
て 計 に 続
お 算 係 す
く 機 る る
こ に 情 電
と 備 報 気
が え の 通
で ら 内 信
き れ 容 回

し 技 一
て 術 部
書 を を
面 利 次
を 用 の
作 す よ
成 る う
す 方 に
る 法 改
こ は 正
と 、 す

る
。

十 の の
の よ 規
項 う 定
」 に は
に 改 、
改 正 同
め す 年
る る 四
。 。 月

一
日

る た を 線
物 フ 電 を
に ァ 気 通
表 イ 通 じ
決 ル 信 て
に に 回 表
係 当 線 決
る 該 を に
情 情 通 係
報 報 じ る
を を て 情

が 次 る
で に 。
き 掲
る げ
も る
の 方
に 法
限 （
る 表
。 決
） に

山
口
県
知
事

二

か
ら
施
行
す
る
。

一
七

記 記 受 報
録 録 信 を
し す 者 送
て る が 信
受 方 閲 し
信 法 覧 、
者 す 受
に る 信
交 こ 者
付 と の

と 係
す る
る 情
。 報

の
伝
達
を
受
け

井

関

成



平 水曜日成 年 日月 山 口 県 報 （号 外─ ）

山 こ
平 口 の
成 県 条 附
二 営 例
十 改 は 則
年 良 、
十 住 公
二 宅 布

四
の 別
二 表

三 の 第
表 四も食てに食 中 のの肉、 肉よ 三 一にの食 販る の の限み肉 売も 項 表るをの 業

山
別 食 口
表 品 県

の 第 衛 食 条
み た 二 生 品 例
を だ の 法 衛 第
行 し 二 の 生 四
う 、 の 規 法 十
場 飲 表 定 の 九

食 こ
平 品 の
成 衛 条
二 生 例
十 法 は
年 の 、
十 規 公
二 定 布

月 条 の
二 例 日
十 の か
四 一 ら
日 部 施

を 行
改 す
正 る
す 。
る
条
例

を 二の。販う （ 四 ので）売ち 自 の 項す包あ動 項 第る装っ車 と 五
し 号包 営 、 た装 業 二 だ食 室 の し肉 に 項 書を つ の 中他 い 次

合 食 一 に 規 号
に 店 の 基 定
あ 営 項 づ に
っ 業 第 く 基
て を 一 公 づ
は 食 号 衆 く
、 品 イ 衛 公
洗 の に 生 衆
浄 販 次 上 衛
設 売 の 必 生
備 に た 要 上
を 付 だ な 必

月 に の
二 基 日
十 づ か
四 く ら
日 公 施

衆 行
衛 す
生 る
上 。
必
要
な

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

の て 「
に た食 は 次 だ品 、 の しと 一 よ 」区 の う の分 項 に 下し 第 加 にて 一 え保 号 「
る 、存 イ 。 食で 及 肉

多 随 し 基 要
槽 し 書 準 な
式 て を を 基
と 行 加 定 準
す う え め を
る 場 る る 定
こ 合 。 条 め
と で 例 る
を あ 条（
要 っ 平 例
し て 成 の

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部き び をる ロ 販冷 の 売蔵 す設 か る備 ら 施又 設は ま で冷 で あ蔵 に っ陳 掲 て

な 、 十 一
い 当 二 部
。 該 年 を

食 山 改
品 口 正
の 県 す
販 条 る
売 例 条
に 第 例
係 七
る 号

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

山
口
県
知
事

二

列 げ 包設 る 装備 と 食を お 肉設 り のけ と みる す をこ る 取と ほ り。 か 扱、 う

施 ）
設 の
の 一
一 部
部 を
に 次
調 の
理 よ
場 う
の に
区 改

山 公
布口 す

県 る
。知

事

二

井

関

成

も
の
」
を
加
え
、
別
表
第

画 正
を す
設 る
け 。
て
簡
易
な
調
理

井

関

成

一
八



平成 水曜日年 日月 山 口 県 報 （号 外─ ）

例
に
よ
る
改
正
後
の

２ １（ （
経 施

こ 過 こ 行
の 措 の 期 附
条 置 条 日
例 ） 例 ） 則
の は
施 、
行 平

山「
二 第 山 口
十 口 県三
四 県 山 条条
万 営 口 例第
二 改 県 第二
千 良 営 五項
円 住 改 十中
」 宅 良 号「

山
口
県
営
改
良
住
宅
条
例
第
三

の 成
際 二
現 十
に 一
改 年
良 四
住 月
宅 一
に 日
入 か
居 ら
し 施

を 条 住十
例 宅七「

十 条万 （
九 昭 例八
万 和 の千
千 四 一円
円 十 部」
」 一 をを
に 年 改「
改 山 正十
め 口 す三
る 県 る

条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

て 行
い す
る る
者 。
に
係
る
家
賃
の
決

万
。 条 条九

例 例千 第円 三」 号に ）、 の「 一十 部三 を万 次
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

定
及
び
変
更
に
つ
い
て
は
、

七 の千 よ円 う」 にを 改
正「

十 す
一 る
万 。
四
千

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一

円
」
に
、
「
二
十
万
円
」
を

一
九

日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
条

「
十
五
万
八
千
円
」
に
、
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